
第１回 ニセコ町休日部活動の地域移行検討協議会 

 

日時 令和４年（２０２２年） ９月１６日 

    午後１時００分 

場所 ニセコ町役場３階 町民ホール 

 

 

１ 教育長挨拶 

 

２ 役員選出 

 

   会 長                             

 

   副会長                             

 

 

３ 議 事 

  （１）協議会設置の経緯と位置づけについて 

 

 

  （２）部活動を取り巻く本町の状況について 

 

 

  （３）研究協議 

 

 

 

４ その他 

  （１）今後の協議会活動について 

        先進地視察の実施 

実施時期：令和   年    月 

訪問先 ：当別町・登別市（予定） 

※R3 年度地域部活動推進事業実施自治体 

 



 

   ニセコ町休日部活動の地域移行検討協議会設置要綱 

 

 (設置) 

第１条 ニセコ町立小中高等学校（以下「学校」という。)の児童生徒にとって望ましい部活動

の環境の構築と地域における子供たちの活動の場確保を図る観点から、学校における休日の部

活動(以下「休日の部活動」という。)の地域移行に向け取り組むため、ニセコ町休日部活動の

地域移行検討協議会(以下「検討協議会」という。)を設置する。 

(所掌事務) 

第２条 検討協議会は、休日の部活動の地域移行に係る次に掲げる事項を検討し、その結果を教

育委員会に報告する。 

(1) 休日の部活動の地域移行に係る仕組みづくりに関すること。 

(2) 地域部活動の運営方法等に関すること。 

(3) 児童生徒等及び教職員への調査に関すること。 

(4) 教職員の負担軽減に関すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、休日の部活動の地域移行に関し必要な事項 

(組織) 

第３条 検討協議会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、別表１に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

(委員の任期) 

第４条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から令和６年３月３１日までとする。ただし、委員が

欠けた場合における後任委員の任期は前任者の残任期間とする。 

(会長及び副会長) 

第５条 検討協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、検討協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

(会議) 

第６条 検討協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明

を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。 

(専門部会) 

第７条 検討協議会の会議で協議された事項の企画、調整及び実施を図るため、検討協議会に専

門部会を置くことができる。 

２ 部会員は、検討協議会が推薦した者及び会長が必要と認めた者をもって充てる。 

３ 部会員の任期は、１年とし、再任を妨げない。ただし、部会員が欠けた場合における後任部

会員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 専門部会に部会長及び副部会長を置く。 

５ 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。 

６ 部会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。 
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７ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

８ 専門部会の会議は、部会長が招集する。また、部会長が必要と認めるときは、専門部会の会

議に部会員以外の者の出席を求めることができる。 

９ 部会長は、専門部会での会議の経過及び結果を検討協議会の会長に報告しなければならな

い。 

(事務局及び庶務) 

第８条 検討協議会の事務局は、町民学習課に置き、必要な庶務を処理する。 

(委任) 

第９条 この告示に定めるもののほか、検討協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定め

る。 

附 則 

(施行期日) 

１ この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 

(会議の招集の特例) 

２ この訓令の施行後最初の会議の招集は、第６条第１項の規定にかかわらず、教育委員会が行

う。 

(訓令の失効) 

３ この訓令は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

 

別表１(第 3条関係) 

学識経験者 

ニセコ町体育協会の代表 

ニセコ町スポーツ少年団の代表 

ニセコ町スポーツ推進委員会の代表 

ニセコ町立ニセコ中学校長 

ニセコ町立小中学校の児童生徒の保護者の代表 

ニセコ町コミュニティスクール委員会委員 

ニセコ町教育委員会学校教育課長 

ニセコ町教育委員会町民学習課長 

その他教育委員会が必要と認めるもの 

 



ニセコ町休日部活動の地域移行検討協議会 委員 

 

 

 

区分 氏名 役職 

学識経験者 佐久間 章 

学校法人札幌国際大学 

札幌国際大学スポーツ人間学部 

教授 

ニセコ町体育協会の代表 矢橋 健雄 体育協会長 

ニセコ町スポーツ少年団の代表 若山 忠彦 少年団本部長 

ニセコ町スポーツ推進委員会の代表 片岡 直人 委員会委員（バレー少年団指導者） 

ニセコ町立ニセコ中学校長 佐々木 淳  

ニセコ町立小中学校の 

児童生徒の保護者の代表 
重森省宏  ニセコ町 PTA連合会長 

ニセコ町コミュニティスクール委員会 鈴木 恵里  

ニセコ町教育委員会学校教育課長 阿部 信幸  

ニセコ町教育委員会町民学習課長 中村 正人  

その他教育委員会が必要と認めるもの   
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ニセコ町休日部活動の地域移行検討協議会設置の経緯と位置づけについて 
 

 

１ スポーツ庁が目指す改革の方向性に合わせた議論 

 

■運動部活動の地域移行に関する検討会議提言（R4.6.6公表） 

  ・休日の運動部活動から段階的に地域移行していくことを基本。 

  ・目標期間は、令和５（2023）年度から令和 7（2025）年度末を目途。 

   （合意形成や条件整備等のため更に時間を要する場合にも、地域の実情等に応じ可能な限り早期の実現を 

目指す） 

  ・平日の運動部活動の地域移行は、できるところから取り組む。その際、地域の実情に

応じた休日の地域移行の進捗状況等を検証し、更なる改革を推進する。 

・地域におけるスポーツ機会の確保、生徒の多様なニーズに合った活動機会の充実等に

も着実に取り組む。 

  ・地域のスポーツ団体等と学校との連携・協働の推進。 

  ※改革を推進するための「選択肢」を示し、「複数の道筋」があることや、「多様な方

法」があることを強く意識 

 

 

２ 上記の改革の方向性を踏まえ、ニセコ町の地域事情を踏まえた議論 

 

（１） ニセコ町内で取り組む際に、想定される課題事項の洗い出し 

 ・現在の部活動実施状況について 

→部活動内容の現況、実施段階での課題の有無、指導者視点・生徒視点からの認識など 

について可視化（見える化）を進める。 

 ・スポーツ指導者に関すること 

→指導者数の確保、指導者の育成方法、継続的な指導知識の習得方法、 

    指導を希望する教員が指導継続しやすい兼業手続き 

 ・新たなスポーツ環境運営について 

   →運営組織の体制（既存か新設か含む）、事務局が担う事務量、担う人材の確保など 

 ・活動予算に関すること 

   →保護者が支払う部活動会費や保険料、大会登録費、出場旅費（交通手段確保）など 

 ・大会参加方法について 

   →複数校合同チーム編成を行う規定や、大会参加に係る費用負担方法などのルールの

確認。今後考えられる事項があるかなど。 

 ・スポーツ施設に関すること 

   →部活動を実施する場所の確保、学校施設の利用可能性、利用に必要なルール 

必要に応じた施設設備の改修など 

 ・部活動設置種目に関すること。 

   →部活動として取り組む種目設定のルール確認など 

 

  ※あくまで現段階における事務局想定の事項であり、今後の協議会での議論を深めていく。 
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（２） 課題事項を踏まえ地域での解決方策の提言 

  （１）の課題事項を踏まえながら、検討や議論を進めていく。 

 

（主な視点） 

・ニセコ町で運動部活動の休日移行を進めていくため必要な内容、解決すべき事項、 

その手法について議論を進める。 

・議論の際は、生徒、保護者、学校、自治体などさまざまな視点から検討を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

議論を踏まえ、報告書として取りまとめ、町教育委員会へ提出する。 

（令和５年度末） 
 

 

 

 

 

 

最終的には、今回の部活動地域移行の議論を通じて 

「ニセコ町内でスポーツ楽しみやすい環境づくり」へ繋げていく。 
 



 

ニセコ町休日部活動の地域移行検討協議会 スケジュール（案） 

 

年度 月 内容 

R4 

(2022) 

８月 協議会委員委嘱 

９月 R４年度第１回協議会（役員選出、制度周知、スケジュール確認） 

10月 

11月 
道内視察（R3年度道モデル事業実施の道内自治体を予定） 

２月 
R４年度第２回協議会（視察報告、地域課題共有、方向性について議論 

今年度の活動まとめ、次年度に向けた活動計画） 

R5 

(2023) 

５月 第１回協議会（令和５年度の活動内容確認） 

 ※学校教員アンケート、保護者アンケート、先進地視察 等 

１0月 
 
第２回協議会（町内での休日部活動実施方法等について検討） 

２月 

  
第３回協議会（活動まとめ） 

３月 

 

協議会で議論した内容を教育委員会へ報告 

委員委嘱期間満了 

R6(2024) 

地域での休日部活動の取り組みを推進（試行・実施） 

R7(2025) 

 

 

 

 

 

 

 
休日の運動部活動の地域移行に向けた 

改革集中期間 

令和５年度（2023 年度）から令和７年度（2025 年度） 
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年 人数
平成14年度 H142002 152
平成15年度 H152003 149
平成16年度 H162004 133
平成17年度 H172005 141
平成18年度 H182006 135
平成19年度 H192007 130
平成20年度 H202008 115
平成21年度 H212009 127
平成22年度 H222010 133
平成23年度 H232011 141
平成24年度 H242012 126
平成25年度 H252013 103
平成26年度 H262014 121
平成27年度 H272015 116
平成28年度 H282016 119
平成29年度 H292017 94
平成30年度 H302018 99
令和元年度 R012019 96
令和２年度 R022020 105
令和３年度 R032021 103
令和４年度 R042022 112
令和５年度 R052023 112
令和６年度 R062024 137
令和７年度 R072025 146
令和８年度 R082026 148
令和９年度 R092027 143
令和１０年度 R102028 135
令和11年度 R112029 140
令和12年度 R122029 129
令和13年度 R132029 131
令和14年度 R142029 127
令和15年度 R152029 122
令和16年度 R162029 114
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ニセコ中学校生徒数推移（一部予測を含む）

Ｒ5以降は推計値
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【ニセコ町の中学生生徒数の動向】

部活動改革の議論の理由として、少子化に伴い生徒数が減少し、持続可能な活動が難しくなることが挙げられている。

ニセコ中学生の生徒数は、平成２９年度（2017年度）の９４人で底を打った後、ここ数年は微増傾向にある。今後、令和８年度（2026年度）に１４８人まで増加を続け

るが、以降、全国的なトレンドと同じく減少段階に入る想定である。

ニセコ町は、他の自治体と比較すると、児童生徒の減少スピードは緩やかではあるものの、年間出生数は微減傾向にあり、長期的には小学生の減少から数年後には

中学生も減少傾向となる見込みである。

個人ニーズの多様化もあり団体チーム編成が難しい面などもあることに加え、教員の働き方改革や専門性の高い指導環境を整える面からも、他自治体と同じく、部

活動改革の検討を進める必要がある。



ニセコ町スポーツ少年団加入者数 （単位：人）

少年団名称 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4

柔道少年団 28 18 9 8 7 8 11 12 10 8 13

剣道少年団 17 12 8 7 7 7 12 11 8 6 3

野球少年団 23 17 14 25 22 22 27 17 12 11 16

バドミントン少年団 0 48 30 33 31 29 27 29 25 32 27

ニセコ町スキー連盟 24 31 17 21 25 36 34 32 33 21 29

バスケットボール少年団 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

陸上少年団 0 10 14 23 14 16 12 12 19 24 53

バレーボール少年団 28 15 11 10 15 19 22 20 18 23 22

サッカー少年団 20 32 38 47 48 42 36 39 42 40 35

ソフトバレー協会 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

テニス協会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

パークゴルフ協会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

フルコンタクト空手道連盟 15 17 18 23 21 16 19 20 24

計 199 183 156 191 187 202 202 188 186 185 222

※ニセコ町体育協会から少年団活動費支援費支出の算定人数にて作成。

※R４年度のスキー少年団（アルペン・クロカン）の人数は、これから把握するため、過去３年間の平均値を参考入力している。 資
料
№
７












